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１  国の動向  

(1) デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針   

デジタル社会の将来像、ＩＴ基本法の見直しの考え方、

デ ジタル庁 設置 の考え方 等に ついて明 らか にした政 府の

基本方針で令和２年 12 月に策定  

○デジタル社会のビジョン  

デ ジ タ ル の 活 用 に よ り 、 一 人 ひ と り の ニ ー ズ に 合 っ

た サ ー ビ ス を 選 ぶ こ と が で き 、 多 様 な 幸 せ が 実 現 で き

る社会  

○デジタル社会の基本原則  

①オープン・透明   ②公平・倫理    ③安全・安心  

④継続・安定・強靭  ⑤社会課題の解決  ⑥迅速・柔軟  

⑦包摂・多様性    ⑧浸透   ⑨新たな価値の創造  

⑩飛躍・国際貢献  

 

(2) 自 治 体 Ｄ Ｘ （ デ ジ タ ル ・ ト ラ ン ス フ ォ ー メ ー シ ョ ン ）

推進計画  

自 治体が 重点的 に取り 組むべ き事項 ・内容 を具体 化す

る とともに 、国 による支 援策 等を取り まと めた計画 で令

和２年 12 月に策定、令和４年９月に改定  

○計画期間  

令和３年１月から令和８年３月まで  

○重点取組事項  

①自治体の情報システムの標準化・共通化  

②マイナンバーカードの普及促進  

③自治体の行政手続のオンライン化  

④自治体のＡＩ・ＲＰＡ  の利用推進  

⑤テレワークの推進  

⑥セキュリティ対策の徹底  
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(3) デジタル改革関連法  

基本方針の実現に向け、令和３年５ 月 12 日に成立  

①デジタル社会形成基本法  

②デジタル庁設置法  

③ デジタ ル社会 の形成 を図る ための 関係法 律の整 備

に関する法律  

④ 公的給 付の支 給等の 迅速か つ確実 な実施 のため の

預貯金口座の登録等に関する法律  

⑤ 預貯金 者の意 思に基 づく個 人番号 の利用 による 預

貯金口座の管理等に関する法律  

⑥地方公共団体情報システムの標準化に関する法律  

 

(4) デジタル庁  

デ ジタル 社会の 形成を 強力に 推進す るため の司令 塔と

して令和３年９月に創設  

 

(5) デジタル社会の実現に向けた重点計画  

政 府が迅 速かつ 重点的 に実施 すべき 施策等 を定め 、か

つ 各省庁の 取組 の工程表 とス ケジュー ルを 明らかに した

計画で令和４年６月に策定（改定）  

○６つの方針  

①デジタル化による成長戦略  

②医療・教育・防災・こども等の準公共分野のデジタ

ル化  

③デジタル化による地域の活性化  

④誰一人取り残されないデジタル社会  

⑤デジタル人材の育成・確保  

⑥ＤＦＦＴ（信頼性のある自由なデータ流通）の推進

を始めとする国際戦略  
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２  県の取組  

(1) かながわＩＣＴ・データ利活用推進計画  

ア  概要  

Ｉ Ｃ Ｔ 及 び デ ー タ を 積 極 的 に 利 活 用 し 、 県 民 の 安 全

安 心 や 利 便 性 の 向 上 を 図 る 「 く ら し の 情 報 化 」 と 、 行

政 内 部 の 業 務 全 般 の 効 率 化 を 図 る 「 行 政 の 情 報 化 」 を

進めるため、「かながわＩＣＴ・データ利活用推進計画」

(以下「計画」という。 )を令和元年７月に策定  

イ  位置付け  

○ 官 民 デ ー タ 活 用 推 進 基 本 法 に 基 づ く 都 道 府 県 官 民

データ活用推進計画  

○かながわグランドデザイン及び行政改革大綱を  

ＩＣＴ及びデータの利活用の側面から支える計画  

ウ  計画期間  

令和元年度から４年度までの４年間  

エ  構成  

柱Ⅰ  くらしの情報化  

① Ｉ Ｃ Ｔ 及 び デ ー タ を 利 活 用 し た 県 民 サ ー ビ ス の

提供  

②官民情報共有・整備の推進  

③県民サービスの更なる電子化の推進  

柱Ⅱ  行政の情報化  

④行政事務の更なる電子化の推進  

⑤クラウド適用の原則化  

⑥ＩＣＴガバナンスの強化  

⑦情報化人材の確保  

 

(2) かながわＩＣＴ・データ利活用推進戦略  

ア  必要性と位置付け  

コ ロ ナ 禍 に よ り 顕 在 化 し た デ ジ タ ル 化 の 遅 れ に 対 応

し 、 Ｄ Ｘ の 加 速 化 を 図 る た め 、 計 画 を 補 完 す る 方 策 と

して令和３年 12 月に策定  
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県民の安全安心や利便性の向上

行政内部の業務全般の効率化

ICT及びデータを積極的に利活用

「計画推進の視点」をベースに、戦略として内容を充実・強化
（具体的、実践的な取組を明記）

かながわICT・データ利活用推進計画

くらしの情報化

行政の情報化

かながわICT・データ利活用推進戦略

【基本方針】

【計画推進の視点】
・最新のICTの利活用
・サービスデザイン思考の導入
・デジタルデバイドの防止
・情報セキュリティの確保

「計画」を補完し、着実に推進
+

かながわのDXの方向性を全庁
で共有しながら取組を加速

【７つの戦略】
① 最新のICTの利活用
② サービスデザイン思考の導入
③ デジタルデバイドの防止
④ 情報セキュリティの確保

＋
⑤ 幅広いデータの利活用
⑥ デジタル人材の確保・育成
⑦ 市町村支援・連携

戦略の目的

イ  基本的な考え方  

計 画 に 位 置 付 け ら れ て い た 「 計 画 推 進 の 視 点 」 ４ つ

に 、 コ ロ ナ 化 を 契 機 と し て 改 め て 重 視 す べ き と 考 え ら

れる３つを加えた７つを戦略として位置付け  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 推進体制等  

ＣＩＯ兼ＣＤＯ及びデジタル行政担当局長の下、「行政

の 情報化」 をよ り一層加 速化 するとと もに 、各局の 「く

ら しの情報 化」 の取組み を支 援するた め、 デジタル 戦略

本部室を設置  

ア  ステアリング・コミッティ  

Ｃ Ｉ Ｏ 兼 Ｃ Ｄ Ｏ と 各 局 局 長 等 と が Ｄ Ｘ 推 進 に 係 る 合

意 形 成 を 図 る と と も に 、 課 題 の 共 有 並 び に 解 決 に 向 け

た調査、検討及び提案を実施  

イ  プロジェクトマネジメント支援  

大 規 模 な 情 報 シ ス テ ム を 開 発 す る 所 管 所 属 と の 間 で 、

プ ロ ジ ェ ク ト の 進 捗 状 況 及 び 課 題 を 共 有 す る と と も に 、

所 管 所 属 に 対 し 、 課 題 解 決 の た め の 技 術 的 ・ 専 門 的 な

助言・指摘などの支援を実施  
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(4) 具体的な取組  

ア  行政のデジタル化  

(ｱ) ＲＰＡ・ＡＩの活用  

ａ  ＲＰＡ  

定 型 的 な 業 務 の 効 率 化 を 図 る こ と が で き る Ｒ

ＰＡ (Robotic Process Automation の略 )を積極的

に活用、令和４年８月末時点で 46 業務に導入  

■導入業務数の推移 

年度等 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年８月 

業務数  ５  18 16 ７  

累  計  －  23 39 46 

 

ｂ  ＡＩ－ＯＣＲ  

届 出 や報 告書な ど に記 載され た 手書 き文字 な

ど を、 ＡＩ の活 用に より 、高 い精 度で デー タ化

す るこ とが でき るＡ Ｉ－ ＯＣ Ｒサ ービ スを 利用、

令和４年８月末時点で 18 帳票に導入  

■導入帳票数の推移 

年度 令和３年度 令和４年度 

導入帳票数（累計） 16  18  

 

（ ｲ）  データの利活用  

ａ  データ統合・分析基盤の整備  

県庁内外に散在するデータを収集・統合して、

Ｅ ＢＰ Ｍや 官民 デー タの 連携 に活 用す るた め 、

以下の取組を実施  

・新型コロナウイルス感染症対策で の先行導入  

・県と市町村での共同利用に向け 、有識者等によ

る検討会の実施（共同利用における個人情報の

扱い等のルールも策定中）  

・防災分野での活用に向けた市町村との実証事業

の実施  
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■データ統合・分析基盤のイメージ 

 

ｂ  データ分析支援  

業 務 課題 に応じ た 庁内 でのデ ー タ分 析の支 援

を実施  

 

(ｳ) デジタル人材の育成  

〇 日 々 進 化 す る デ ジ タ ル 技 術 を 手 段 と し て 活 用 し 、

県のＤＸの取組を牽引・推進できる次の職員を育

成するため「神奈川県デジタル人材育成方針」を

令和４年３月に策定 し、研修を実施  

・事業系デジタル人材  

各所属で業務とデジタルの両面から自ら課題を

発見し、業務改善やＤＸ等を推進できる職員  

・ＩＣＴ系デジタル人材  

デジタルに関する高い専門性等を有し、デジタ

ルと業務の両面から自ら課題を発見・解決でき、

質の高い県民サービスの実現に向けて、県のＤＸ

の取組を牽引・推進できる職員  

○職員の主体的なＤＸ推進への意識醸成に向け、ＣＩ

Ｏ兼ＣＤＯや現場でＤＸに取り組む職員を講師と

して定期的に職員向けセミナーを実施  
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■対象職員及びめざすべき職員像 

神奈川県職員

＜育成対象職員＞
• 「情報・データ利活用」職務分野
を選択している職員

• デジタル戦略本部室及びシステム
所管所属でシステムの整備、開発、
運用等を担当する職員

■方針の育成対象職員

ICT系デジタル人材

• 通常業務で利用するために理解しておくべきICTとデータの利活用に関する基礎的な知識習得のための研修
（職員キャリア開発C）

• デジタルを積極的に活用する意識醸成を図るためのセミナー（デジタル戦略本部室）

■全職員

事業系デジタル人材
＜育成対象職員＞
• ICT・データを利活用した業務改善
やDXを担当する職員

• 将来「情報・データ利活用」職務
分野の選択を希望している職員等

＜めざすべき職員像＞
デジタルに関する高い専門性と業務遂行能力に加え、
県の業務遂行に関する基本的な知識や経験を有し、
デジタルと業務の両面から自ら課題を発見・解決し、
質の高い県民サービスの実現に向けて県のDXの取組を
牽引・推進できる職員

＜めざすべき職員像＞
担当業務に関する高い専門性と業務遂行能力に加え、
デジタルに関する基礎的な知識を有し、業務とデジタルの
両面から自ら課題を発見し、必要に応じてICT系デジタル
人材との連携やデジタル部門の支援を受けながら、質の
高い県民サービスの実現に向けて、担当業務のDXの取
組を推進できる職員

連
携

支
援

 

(ｴ) 県市町村デジタル推進会議  

○ 県 及 び 県 内 の 市 町 村 が 連 携 ・ 協 調 し て 、 自 治 体   

Ｄ Ｘ の 推 進 や 様 々 な デ ジ タ ル 分 野 に お け る 共 通

的 か つ 広 域 的 な 課 題 に つ い て 対 応 す る た め の 会

議で令和３年 11 月に設置、これまで２回開催  

○この会議の下部組織として、各自治体の自治体Ｄ

Ｘ の 対 応 状 況 や 課 題 解 決 に 向 け た 情 報 交 換 及 び

具 体 的 な 検 討 を 行 う 場 と し て 担 当 者 会 議 を 設 置 、

令和４年２月に開催  

 

(ｵ) 文書管理における電子決裁の拡大  

業務の効率化を目指し、平成 30 年４月から行政

文書管理システムを導入  

電子決裁を原則とし た運用を行い、電子決裁率は

全庁平均で 92.7%（令和４年８月末時点）となってお

り、引き続き電子決裁率 100%を目指す  

■電子決裁率の推移 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年８月 

全庁平均 32.9% 56.8% 86.8% 92.7% 
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(ｶ) 電子契約の推進  

〇令和４年１月から５月まで実証実験実施  

〇電子署名を行う権限、セキュリティ対策などを検

討し、契約相手方となる事業者にも十分な説明を

行った上で導入を推進  

 

(ｷ) 企業局における現場業務の遠隔化  

○企業局では、令和３年度から相模発電所に設備の

状態信号等を遠隔で収集・解析できるスマート保

安システムを導入し、遠隔化の検証を実施  

○令和４年度からは、クラウドサービスを活用した

水質監視体制の強化を進めているほか、水道営業

所や浄水場等にウェアラブルカメラを配備し、遠

隔臨場への取組を推進  

 

(ｸ) 教育委員会ネットワーク基盤整備  

県 立 学 校 等 の 教 育 機 関 が 利 用 す る 教 育 委 員 会 ネ

ットワークにおいて、情報機器の安定利用、情報セ

キュリティの向上を図るとともに、既存のサーバの

一部をクラウドに移行するなど、基盤整備を実施  

 

イ  くらしのデジタル化  

(ｱ) 行政手続のオンライン化  

新規の行政手続は原則オンライン化、既存の手続

は 添 付 書 類 の 簡 素 化 や 押 印 の 廃 止 な ど 業 務 プ ロ セ

スを見直し、最終的には全ての行政手続がオンライ

ン化できるよう取組を推進  

ａ  オンライン化の推進  

令和３年度は、特に年間取扱件数が 1,000 件以

上の手続を優先してオンライン化を 実施、令和４

年度もこの方針に従って実施  
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■行政手続のオンライン化の推移 （ e-kanagawa 電子申請） 

年度 令和元年度末 令和２年度末 令和３年度末 令和４年 7月末 

手 続 数  100 手続 121 手続 324 手続 367 手続 

申 請 ・ 届 出  

件 数  
141,162 件 326,959 件 697,926 件 194,679 件 

 

ｂ  オンライン利用率向上の取組  

各 手 続 窓 口 に お い て 電 子 申 請 案 内 ち ら し を 配

布、県公式ウェブサイトにおいて各手続のリンク

ＵＲＬ及び２次元バーコードを掲載  

■行政手続等のオンライン利用率  

令和２年度  35.9% 
※「 地 方 公 共 団 体 の 行 政 手 続 等 に 係 る オ ン ラ イ ン 利 用 状 況 の 調

査 に つ い て （ 依 頼 ）」 の 調 査 結 果 よ り  

 

◇企業局における申請手続きのオンライン化  

○水道の使用開始・休止など、取扱件数の多い手

続きについて e-kanagawa 電子申請による方法

だけではなく、 LINE やウェブサービスを活用

してオンライン化を推進。令和３年度の実績は

約３万２千件  

○水道工事に係る申請手続きにおいて、平成 31

年 ４ 月か らはウ ェ ブサ ービス に よる 管路情 報

図 の 閲覧 を開始 。 さら に、 令 和 ３年 ５月か ら

は 給 水装 置工事 申 請に 係る進 捗 状況 の確認 を

行えるように整備  

 

(ｲ) 公金収納のキャッシュレス化  

県民の利便性向上及び感染症防止対策のため、手

数料・施設使用料等の公金収納のキャッシュレス化

を推進  

ａ  県民利用施設における使用料等のキャッシュレス化 

○現金決済件数が年間 1,000 件以上の施設から導

入、令和３年度は県直営施設の４施設に導入  
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○今後、年間 1,000 件未満の施設についても、経

費を考慮しながら導入を進め、原則として全て

の施設にキャッシュレス決済を導入 予定  

■導入済県民利用施設一覧表    令和４年８月末時点 

年 度  施  設  名  利用開始時期 

令
和
３
年
度 

か な が わ 農 業 ア カ デ ミ ー  令和４年３月 

煤 ケ 谷 診 療 所  

金 沢 文 庫  

歴 史 博 物 館  

令
和
４
年
度 

か な が わ 労 働 プ ラ ザ  令和４年４月 

武 道 館  令和４年７月 

愛 川 ふ れ あ い の 村  令和４年８月 

西 湘 ス ポ ー ツ セ ン タ ー  

 

ｂ  行 政 機 関 窓 口 に お け る 手 数 料 等 の キ ャ ッ シ ュ

レス化  

○決済件数に関わらず導入予定  

○今後、利便性を考慮し、決済件数の多少により

決済手段を検討  

ｃ  オ ン ラ イ ン 申 請 等 に 伴 う 手 数 料 等 の 決 済 手 段

の拡大  

○令和３年３月にクレジットカード決済を導入  

○令和４年３月に二次元コード、電子マネー、キ

ャリア決済等の決済手段を導入  

ｄ  納付書等による現金納付のキャッシュレス化  

金 融 機 関 に 赴 く こ と な く 納 付 す る こ と が で き

るよう、仕組みを構築した上で、キャッシュレス

決済の導入を推進  

ｅ  手 数 料 等 の 納 付 に お け る 収 入 証 紙 の 廃 止 と キ

ャッシュレス化  

手数料等の収納について、課題を整理したうえ

で、収入証紙を廃止し、キャッシュレス決済の導

入を推進  
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ｆ  企 業 局 に お け る 上 下 水 道 料 金 収 入 の 収 納 方 法

のキャッシュレス化  

企業局では、水道使用者による上下水道料金の

収納方法として、平成 24 年 10 月にクレジットカ

ードによる収納方法を導入し、その後順次キャッ

シュレス決済による収納方法の拡大を進め、令和

３年度における実績は約８万件  

 

(ｳ) 電子自治体共同運営サービスの運用  

○平成 16 年９月に県と県内市町村等 32 団体で構成

する協議会を設立  

○平成 17 年度から電子自治体共同運営サービス（電

子申請システム、施設予約システム、電子入札シ

ステム）を提供  

○ 参 加 団 体 の 財 政 的 ・ 人 的 負 担 の 軽 減 を 図 り つ つ 、

県民生活の利便性の 向上と行政事務の簡素化・効

率化を推進  

 

(ｴ) オープンデータの取組  

○ 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 の モ ニ タ リ ン グ デ ー

タ な ど オ ー プ ン デ ー タ の 公 開 数 の 拡 充 や デ ー タ

の機械判読性向上の取組を推進  

○ 県 内 各 市 町 村 の オ ー プ ン デ ー タ 等 の 取 組 状 況 に

応じた研修や相談対応などの支援を実施、県全体

の官民データ利活用の取組を推進  

■オープンデータ数の推移（累計） 

令和元年度末 令和２年度末 令和３年度末 令和４年８月末 

123  129  219  221 

 

(ｵ) ヘルスケアＩＣＴシステムの推進  

○県民の未病改善に向け、県民自らが自身の健康情

報を一元的に管理する仕組みとして、スマートフ

ォ ン で 歩 数 や 体 重 な ど 日 々 の 健 康 記 録 や お 薬 情

報を記録・管理できるアプリケーション「マイＭ
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Ｅ -ＢＹＯカルテ」を運用  

○ 電 子 母 子 手 帳 な ど の 民 間 ア プ リ や 国 の マ イ ナ ポ

ータルとの連携により、健康情報の収集・蓄積を

図るとともに、その 利活用を推進  

■マイＭＥ-ＢＹＯカルテ登録者数の推移  令和４年９月 12日現在時点 

年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 

登録者数 2,724 15,658 52,380 1,219,828 

年 度  令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

登録者数 1,267,129 1,286,586 1,309,591 1,314,563 

 

(ｶ) ウェブアクセシビリティの推進  

ａ  情報アクセシビリティ推進要綱  

誰 も が Ｉ Ｃ Ｔ の 利 便 を 享 受 で き る 環 境 を 整 備

し、情報への円滑なアクセスを確保することを目

的として平成 15 年 4 月に策定  

ｂ  ウェブアクセシビリティの保持及び推進  

毎年、専門の事業者によるＪＩＳ規格適合試験

や、公式ウェブサイト全体に対する一括検証を実

施し、適宜ウェブページの修正を実施  

 

(ｷ) 校内無線ＬＡＮの整備  

国 の Ｇ Ｉ Ｇ Ａ ス ク ー ル 構 想 に よ り 、 教 育 の 情 報

化 が 加 速 し 、 無 線 Ｌ Ａ Ｎ を 利 用 し た タ ブ レ ッ ト 型

端 末 の 利 用 な ど 教 育 活 動 に お け る ネ ッ ト ワ ー ク 利

用 が 常 態 化 し て い る 中 、 そ の 基 盤 と な る イ ン フ ラ

整備を実施  

 

ウ  情報セキュリティ  

(ｱ) 神奈川県情報セキュリティポリシーの運用  

ａ  情報セキュリティポリシー  

県が所管する「情報資産」を様々な脅威から守

り、情報セキュリティを確保するための対策に関

する統一的かつ基本的な方針や、情報システム等

に 共 通 の 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 対 策 基 準 と し て 平 成
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15 年３月に策定  

情 報 セ キ ュ リ テ ィ を 取 り 巻 く 状 況 の 変 化 等 に

適切に対応するため、随時見直し  

 

ｂ  情報セキュリティ監査等  

職 員 の 情 報 セ キ ュ リ テ ィ へ の 意 識 向 上 及 び 県

の情報セキュリティ確保のため、当該ポリシーに

基づき、情報セキュリティ監査や職員アンケート

を毎年実施  

 

(ｲ) 情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭ

Ｓ）の運用  

○ デ ジ タ ル 戦 略 本 部 室 を 対 象 に 情 報 セ キ ュ リ テ ィ

マネジメントシステムの国際標準である ISO/IEC 

27001:2013 (JIS Q 27001:2014)認証を平成 30 年

２月 9 日付けで取得、毎年第三者機関の外部監査

を受けて認証を維持  

○ デジタル戦略本部室の情報管理水準が適正・適切

であることを客観的かつ網羅的に外部認証機関か

ら評価されていることを対外的にも示すもの  

 

(ｳ) 神奈川県ＩＣＴ部門業務継続計画の運用  

災 害 時 等 に 県 の 非 常 時 優 先 業 務 を 支 え る 情 報 シ

ス テ ム や ネ ッ ト ワ ー ク 等 を 稼 働 、 継 続 さ せ る た め 、

神奈川県業務継続計画の個別計画として策定  

 

(ｴ) 神奈川情報セキュリティクラウドの構築・運用  

○ 県 と 県 域 市 町 村 等 の イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続 口 を １

か所に集約し、より高い水準のセキュリティ対策

を行うため、平成 28 年度に構築  

○ 令 和 ５ 年 度 か ら 現 在 の 情 報 セ キ ュ リ テ ィ レ ベ ル

を維持しながら、利便性や効率性も向上させた次

期ＫＳＣを運用開始 予定  

○令和４年度は、次期ＫＳＣの利用に係る参加団体及

び次期ＫＳＣ事業者との三者協定書を締結し、着実

な移行に向けて参加団体との調整を実施  
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■情報セキュリティクラウドの概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ  デジタル化を支える基盤  

(ｱ) コンピュータセンターの運用  

○大規模地震等の自然災害が発生しても、システム

稼働を維持し業務継続を図るため、平成 27 年度

から災害に強い民間データセンター内に設置  

○ 情 報 シ ス テ ム の 全 体 最 適 化 を 実 現 す る サ ー バ 集

約 拠 点 と し て 、 最 新 の 仮 想 化 技 術 な ど を 活 用 し 、

安全かつ安定・効率的なシステム基盤を提供  

■コンピュータセンターの概要図 
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(ｲ) 庁内ネットワークの運用  

全庁共通のＩＣＴ基盤として、コンピュータセン

ターと本庁各庁舎や出先機関約 400 拠点などを回線

や有線・無線の機器で接続する全庁ネットワーク網

を提供  

 

(ｳ) 共通利用パソコンの運用  

平成 30 年度より順次職員が利用するパソコンの

モバイル化を進め、令和４年２月末に完了  

（ 13,323 台）  

 

■整備台数の推移（累計）       ※ 各 年 度 当 初  

年度 平成31年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

台数 6,329 10,267 11,790 13,323 

 


